








令和２年度 第１回さいたま市犯罪被害者等支援条例（仮称） 

制定懇話会 配布資料一覧 

 

・資料１ 犯罪被害者等支援に関する状況について 

・資料２ さいたま市犯罪被害者等支援条例（素案）の骨子 

・資料３ さいたま市犯罪被害者等支援条例（骨子）に基づく支援について 

・資料４ 政令市における犯罪被害者等支援条例の制定状況について 

・資料５ 政令市における犯罪被害者等支援内容 

・資料６ 意見一覧 

 



 

 

 

 

 

 

【参考】他自治体の条例制定の状況 

１ 埼玉県内の状況 

   埼玉県  「埼玉県犯罪被害者等支援条例（平成 30 年３月 30 日）」 

  県下自治体 7市 4町（蕨市以外は犯罪被害者等に特化した条例） 

     （熊谷市、川口市、東松山市、春日部市、蕨市、戸田市、久喜市） 

     （三芳町、嵐山町、川島町、吉見町） 

 

さいたま市犯罪被害者等支援条例（仮称）制定までの流れ 

 

日  程 内  容 

７月３日（金） 第１回さいたま市犯罪被害者等支援条例（仮称）制定懇話会 

８月７日（金）（予定） 
 

第２回さいたま市犯罪被害者等支援条例（仮称）制定懇話会 

８月中旬～ 

 

庁内検討会議の実施 

 

１０月～（予定） 
 

パブリックコメントの実施 

令和３年 

２月上旬（予定） 
パブリックコメントの結果公表、議案の上程 

３月下旬 議案議決 

４月１日（木） さいたま市犯罪被害者等支援条例（仮称）施行 

 

地方公共団体 自治体数
条例制定

（うち特化条例）
割合（％）

都道府県 47 37（21） 78.7（44.7）

政令指定都市 20 12（7） 60.0（35.0）

市区町村 1721 558 32.4

合計 1788 607 33.9
 

資料１ 
犯罪被害者等支援に関する状況ついて 



資料２


















